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一
九
九
七
年
の
香
港
返
還
と
同
時
に
行
政
長
官

に
就
任
し
た
董
建
華
は
辞
職
し
、
政
務
長
官
の
曽

蔭
権
が
新
長
官
に
選
出
さ
れ
た
。
行
政
長
官
交
代

の
過
程
は
終
始
中
央
政
府
が
主
導
し
た
が
、
曽
蔭

権
の
選
出
は
香
港
市
民
に
支
持
さ
れ
る
決
定
で
あ

っ
た
。
こ
の
動
き
は
、
香
港
の
「
高
度
の
自
治
」

と
民
主
化
の
過
程
に
、
ど
の
よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト

を
与
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

●
董
建
華
行
政
長
官
の
辞
職

二
○
○
五
年
三
月
一
○
日
、
董
建
華
香
港
特
別

行
政
区
行
政
長
官
は
辞
職
を
表
明
し
た
。
一
二
日
、

中
央
政
府
は
董
建
華
を
全
国
人
民
政
治
協
商
会
議

副
主
席
に
任
命
す
る
と
同
時
に
、
董
建
華
の
辞
職

を
正
式
に
受
け
入
れ
た
。

董
建
華
は
「
健
康
上
の
理
由
」
で
の
辞
職
と
述

べ
て
い
る
が
、
事
実
上
の
更
迭
で
あ
る
と
見
ら
れ

て
い
る
。
董
建
華
の
就
任
以
来
、
香
港
は
ア
ジ
ア

金
融
危
機
、
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
な
ど
に
よ
る
不
況
に
見
舞

わ
れ
た
ほ
か
、
失
政
に
よ
る
混
乱
も
相
次
ぎ
、
香

港
市
民
は
董
建
華
へ
の
不
満
を
募
ら
せ
て
い
た
。

二
○
○
三
年
七
月
一
日
に
は
五
○
万
人
規
模
の
デ

モ
が
起
き
、「
董
建
華
辞
め
ろ
」
の
怒
号
が
香
港

中
心
街
を
覆
い
尽
く
し
た
。

中
央
政
府
は
董
建
華
支
持
を
表
明
し
続
け
、
香

港
政
治
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
に
腐
心
し
た
が
、
政

治
的
動
揺
を
止
め
ら
れ
な
い
董
建
華
に
対
し
、
不

満
を
募
ら
せ
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
た
。
中
央

政
府
の
董
建
華
へ
の
厳
し
い
評
価
が
白
日
の
下
に

晒
さ
れ
た
の
は
、
二
○
○
四
年
一
二
月
二
○
日
の

マ
カ
オ
返
還
五
周
年
式
典
で
の
、
胡
錦
濤
国
家
主

席
の
講
話
で
あ
っ
た
。
胡
錦
濤
は
式
典
に
参
加
し

た
董
建
華
お
よ
び
香
港
政
府
高
官
に
対
し
、「
経

験
を
総
括
し
、
不
足
の
点
を
洗
い
出
す
」
こ
と
を

要
求
す
る
旨
語
り
、
ロ
イ
タ
ー
は
こ
の
様
子
を

「
香
港
政
府
が
叱
責
さ
れ
た
」
と
伝
え
た
。

ま
た
、
こ
の
式
典
の
際
、
胡
錦
濤
は
香
港
政
府

ナ
ン
バ
ー
２
の
曽
蔭
権
政
務
長
官
に
特
に
親
し
く

声
を
か
け
、
長
い
握
手
を
交
わ
し
た
。
こ
れ
は
、

胡
錦
濤
が
董
建
華
に
不
満
を
持
ち
、
曽
蔭
権
に
期

待
す
る
と
の
シ
グ
ナ
ル
と
見
ら
れ
た
。
中
央
政
府

は
、
こ
の
時
す
で
に
董
建
華
を
辞
職
さ
せ
、
曽
蔭

権
を
後
継
行
政
長
官
に
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い

た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
上
で
、
三
月
の
全
国

政
協
会
議
の
機
会
に
、
董
建
華
を
政
協
副
主
席
に

転
出
さ
せ
、
引
退
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

今
回
の
行
政
長
官
の
交
代
劇
は
、
香
港
の
「
高

度
の
自
治
」
や
、
民
主
の
角
度
か
ら
見
て
、
ど
の

よ
う
な
意
義
が
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
本

稿
で
は
、
董
建
華
の
辞
職
か
ら
新
行
政
長
官
誕
生

ま
で
の
政
治
過
程
を
振
り
返
る
こ
と
で
、
こ
の
問

題
に
答
え
る
と
と
も
に
、
今
後
の
香
港
政
治
の
行

方
を
占
っ
て
み
た
い
。

●
「
香
港
仔
」
曽
蔭
権

董
建
華
の
辞
職
と
同
時
に
、
曽
蔭
権
が
行
政
長

官
代
行
に
就
任
し
た
。

蝶
ネ
ク
タ
イ
を
愛
用
し
、「
ボ
ウ
タ
イ
」
の
愛

称
の
あ
る
曽
蔭
権
は
一
九
四
四
年
香
港
生
ま
れ
、

父
は
警
察
官
で
、
弟
の
曽
蔭
培
も
か
つ
て
警
察
長

官
を
務
め
た
。「
船
王
」
董
浩
雲
の
御
曹
司
の
董

建
華
と
対
照
的
に
、
曽
蔭
権
の
家
庭
は
貧
し
く
、

曽
蔭
権
は
香
港
大
学
に
合
格
を
果
た
し
な
が
ら
、

経
済
的
理
由
か
ら
進
学
を
断
念
、
製
薬
会
社
の
セ

ー
ル
ス
マ
ン
と
な
っ
た
。
一
九
六
七
年
に
公
務
員

試
験
に
合
格
し
、
香
港
政
庁
に
就
職
を
果
た
す
。

そ
れ
以
来
、
公
務
員
と
し
て
順
調
に
出
世
し
、
一

九
九
五
年
に
は
華
人
と
し
て
初
め
て
財
政
長
官
に

就
任
し
、
政
府
ナ
ン
バ
ー
３
と
な
る
。
返
還
後
も

財
政
長
官
に
留
ま
り
、
一
九
九
八
年
の
ア
ジ
ア
金

融
危
機
で
は
、
投
機
筋
の
香
港
ド
ル
攻
撃
を
撃
退

し
評
価
さ
れ
た
。
二
○
○
一
年
、
辞
職
し
た
陳
方

香
港
行
政
長
官
の
交
代
劇

̶
「
高
度
の
自
治
」と
民
主
の
ゆ
く
え

倉
田

徹

Trend Report
トレンド・リポート
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安
生
に
代
わ
り
、
政
務
長
官
に
就
任
し
た
。

曽
蔭
権
は
次
の
行
政
長
官
の
有
力
候
補
と
言
わ

れ
て
き
た
一
方
、
多
く
の
「
弱
点
」
が
あ
る
と
も

指
摘
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
第
一
は
、
植
民
地
官
僚

の
経
歴
で
あ
る
。
曽
蔭
権
を
財
政
長
官
に
抜
擢
し

た
の
は
、
急
進
的
な
民
主
化
に
よ
り
、
中
英
対
立

を
起
こ
し
た
パ
ッ
テ
ン
総
督
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

曽
蔭
権
は
中
央
政
府
と
対
立
す
る
「
民
主
派
」
勢

力
と
関
係
が
よ
い
。
特
に
、
激
し
い
政
府
批
判
で

知
ら
れ
る
鄭
経
翰
立
法
会
議
員
と
は
親
友
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
曽
蔭
権
は
敬
虔
な
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で

あ
る
。
バ
チ
カ
ン
と
中
国
の
関
係
は
微
妙
で
あ
る

し
、
香
港
地
区
主
教
の
陳
日
君
は
、
香
港
・
中
国

政
府
へ
の
痛
烈
な
批
判
で
知
ら
れ
る
。
即
ち
、
曽

蔭
権
は
中
央
政
府
と
敵
対
す
る
勢
力
と
深
い
関
係

を
持
っ
て
き
た
。

一
方
、
曽
蔭
権
と
香
港
の
親
北
京
派
と
の
関
係

は
疎
遠
で
あ
る
。「
愛
国
勢
力
」
を
自
称
す
る
親

北
京
派
は
、
中
国
共
産
党
と
の
繋
が
り
か
ら
、
植

民
地
期
に
は
香
港
政
庁
に
厳
し
く
監
視
さ
れ
た
。

彼
ら
は
返
還
後
の
香
港
に
お
い
て
、「
植
民
地
の

残
党
」
が
重
用
さ
れ
る
こ
と
に
相
当
な
不
満
を
持

っ
て
い
る
。
親
北
京
派
政
党
「
民
建
連
」
の
蔡
素

玉
立
法
会
議
員
は
四
月
三
日
、「
曽
蔭
権
と
愛
国

勢
力
の
間
に
は
、
文
化
的
な
溝
と
感
情
的
な
距
離

が
存
在
す
る
」、「
親
北
京
派
の
一
部
の
者
は
、
曽

蔭
権
は
傲
慢
で
、
愛
国
の
価
値
観
を
尊
重
し
て
い

な
い
と
見
て
い
る
」
等
と
発
言
し
た
。

ま
た
、
財
界
を
代
表
す
る
政
党
の
「
自
由
党
」

は
、
曽
蔭
権
よ
り
も
、
元
同
党
員
の
唐
英
年
財
政

長
官
の
行
政
長
官
就
任
を
支
持
し
て
い
た
。
唐
英

年
の
父
の
唐
翔
千
は
衣
類
メ
ー
カ
ー
創
業
者
で
、

全
国
政
協
委
員
を
長
年
務
め
、
江
沢
民
前
国
家
主

席
と
も
親
し
い
関
係
と
言
わ
れ
る
。
唐
英
年
は
、

立
法
評
議
会
議
員
や
、
政
府
局
長
・
長
官
と
し
て
、

香
港
政
界
で
の
経
験
を
積
ん
で
き
た
。
こ
の
素
晴

ら
し
い
出
自
と
経
歴
か
ら
、
唐
英
年
は
二
○
○
三

年
八
月
の
財
政
長
官
就
任
以
来
、
次
期
行
政
長
官

の
最
有
力
候
補
と
も
見
ら
れ
て
き
た
。

民
建
連
と
自
由
党
は
、
董
建
華
政
権
を
支
え
て

き
た
、
親
政
府
派
の
二
大
政
党
で
あ
る
。
そ
の
双

方
と
の
関
係
が
必
ず
し
も
良
く
な
い
こ
と
は
、
曽

蔭
権
の
大
き
な
弱
点
で
あ
る
。

し
か
し
、
曽
蔭
権
の
強
み
は
民
意
の
強
い
支
持

で
あ
る
。
香
港
大
学
の
二
○
○
五
年
三
月
初
め
の

民
意
調
査
で
は
、
香
港
市
民
が
董
建
華
に
与
え
た

点
数
は
、
一
○
○
点
満
点
で
平
均
四
七
・
九
点
で

あ
っ
た
。
一
方
、
三
月
半
ば
の
調
査
で
、
行
政
長

官
代
行
に
就
任
し
た
曽
蔭
権
に
市
民
が
与
え
た
点

数
は
、
平
均
七
○
・
四
点
に
達
し
た
。

時
に
広
東
語
の
発
音
の
誤
り
を
指
摘
さ
れ
、
中

央
政
府
の
代
弁
者
的
印
象
が
強
か
っ
た
上
海
出
身

の
董
建
華
に
対
し
、
曽
蔭
権
は
自
称
「
香
港
の
水

を
飲
み
、
香
港
の
血
が
流
れ
て
い
る
」
と
い
う
、

生
粋
の
「
香
港
仔
」（
香
港
っ
子
）
で
あ
る
。
ま
た
、

無
能
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
た
董
建
華
と
異
な
り
、

曽
蔭
権
の
行
政
手
腕
は
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
。

セ
ー
ル
ス
マ
ン
か
ら
政
府
ト
ッ
プ
へ
と
い
う
、
香

港
戦
後
史
を
体
現
す
る
よ
う
な
出
世
物
語
を
実
現

し
た
こ
と
は
、
曽
蔭
権
の
実
力
の
証
で
あ
る
と
同

時
に
、
高
い
人
気
の
理
由
で
も
あ
る
。
中
央
政
府

は
香
港
政
治
の
安
定
の
た
め
、
人
気
と
実
力
の
あ

る
「
植
民
地
の
残
党
」
を
敢
え
て
抜
擢
す
る
こ
と

を
決
意
し
た
と
言
え
る
。

●
新
長
官
の
任
期
問
題

董
建
華
の
辞
職
に
よ
り
、
次
の
行
政
長
官
の
任

期
に
つ
い
て
の
論
争
が
発
生
し
た
。
香
港
の
ミ
ニ

憲
法
で
あ
る
「
香
港
基
本
法
」
は
、
任
期
途
中
で

辞
職
し
た
行
政
長
官
の
後
継
者
の
任
期
を
規
定
し

て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
新
長
官
の
任
期
は
、

基
本
法
第
四
六
条
の
「
行
政
長
官
の
任
期
は
五

年
」
と
の
規
定
に
基
づ
き
、
二
○
一
○
年
ま
で
の

五
年
で
あ
る
と
の
説
と
、
国
家
主
席
・
全
人
代
・

国
務
院
・
全
国
政
協
な
ど
の
国
家
の
重
要
ポ
ス
ト

で
、
任
期
を
満
了
せ
ず
に
辞
職
し
た
指
導
者
の
後

任
の
任
期
は
前
任
者
の
残
り
任
期
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
董
建
華
が
残
し
た
二
○
○
七
年
六
月

ま
で
の
約
二
年
と
の
説
が
現
れ
た
。

香
港
の
二
大
弁
護
士
会
と
民
主
派
政
治
勢
力
な

ど
は
「
五
年
説
」
を
支
持
し
、
中
国
大
陸
の
法
学

者
や
中
国
の
国
家
指
導
者
は
「
二
年
説
」
を
主
張

し
た
。
香
港
政
府
は
二
○
○
四
年
に
「
五
年
説
」

の
見
解
を
示
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
中
央
政
府

が
「
二
年
説
」
支
持
で
あ
る
こ
と
を
見
て
、
梁
愛

詩
法
務
長
官
は
三
月
一
二
日
、「
五
年
説
」
は
誤

り
で
あ
っ
た
と
し
て
、「
二
年
説
」
に
転
ず
る
こ

と
を
表
明
し
た
。
こ
の
転
向
に
対
し
、「
民
主
派
」

は
強
く
反
発
し
、
批
判
を
加
え
た
。

香
港
の
法
曹
の
多
数
が
「
五
年
説
」
を
採
っ
た

こ
と
を
見
れ
ば
、「
五
年
説
」
に
は
強
い
法
的
根

拠
が
あ
る
よ
う
に
見
え
た
。
他
方
、「
二
年
説
」

に
は
、
各
方
面
に
大
き
な
政
治
的
利
点
が
あ
っ
た
。
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中
央
政
府
は
曽
蔭
権
を
二
年
間
「
試
運
転
」
し
、

結
果
が
よ
け
れ
ば
二
○
○
七
年
に
再
選
さ
せ
、
悪

け
れ
ば
引
退
さ
せ
る
と
い
う
選
択
が
で
き
る
。
ま

た
、
曽
蔭
権
の
ラ
イ
バ
ル
勢
力
は
、
二
○
○
七
年

の
行
政
長
官
選
挙
に
再
起
を
期
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
さ
ら
に
、
現
在
準
備
中
の
選
挙
制
度
改
革
が

二
○
○
七
年
に
予
定
通
り
行
わ
れ
れ
ば
、
早
く
民

主
化
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
、
民
主
派
に
さ
え
も

メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
政
治
的
に
は
「
二
年
説
」
が

「
正
し
い
」
の
で
あ
る
。

「
五
年
説
」
を
主
張
す
る
者
の
一
部
は
、
任
期

問
題
に
つ
い
て
裁
判
所
の
判
断
を
求
め
、
結
論
が

出
る
ま
で
新
長
官
の
選
挙
を
行
わ
な
い
よ
う
に
求

め
る
動
き
に
出
た
。
曽
蔭
権
は
中
央
政
府
の
権
威

で
問
題
の
決
着
を
つ
け
る
こ
と
を
決
意
し
、
四
月

六
日
、
全
人
代
常
務
委
に
基
本
法
の
解
釈
を
求
め

る
報
告
書
を
提
出
し
た
。
中
央
政
府
は
当
初
、
法

解
釈
に
よ
っ
て
香
港
に
介
入
す
る
印
象
を
市
民
に

与
え
、
反
感
を
買
う
こ
と
を
恐
れ
、
法
解
釈
を
行

わ
ず
に
任
期
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
を
希
望
し
て

い
た
が
、
行
政
長
官
選
が
行
え
な
く
な
る
恐
れ
を

前
に
、
最
終
的
に
は
香
港
政
府
の
請
求
を
受
理
し

た
。
全
人
代
常
務
委
の
基
本
法
解
釈
は
、
一
九
九

九
年
の
居
留
権
事
件
、
二
○
○
四
年
の
普
通
選
挙

問
題
に
次
ぎ
三
回
目
で
あ
る
。

し
か
し
、
中
央
政
府
が
懸
念
し
た
法
解
釈
へ
の

反
発
は
、
激
し
い
も
の
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
四

月
二
四
日
に
民
主
派
団
体
が
発
動
し
た
「
反
法
解

釈
デ
モ
」
は
、
主
催
者
側
発
表
で
一
五
○
○
名
の

参
加
に
留
ま
っ
た
。
二
○
○
四
年
四
月
一
二
日
の

「
反
法
解
釈
デ
モ
」
が
、
主
催
者
側
発
表
二
万
人

を
集
め
た
こ
と
と
比
べ
れ
ば
、
か
な
り
小
規
模
で

あ
っ
た
。
二
○
○
四
年
の
法
解
釈
は
、
香
港
市
民

が
期
待
す
る
普
通
選
挙
の
否
定
に
繋
が
る
と
見
ら

れ
た
た
め
、
多
く
の
市
民
が
反
対
し
た
が
、
今
回

の
法
解
釈
は
、
新
行
政
長
官
の
任
期
問
題
と
い
う
、

一
般
市
民
の
利
益
と
の
関
連
の
薄
い
テ
ー
マ
で
あ

っ
た
た
め
、
反
発
も
限
定
的
で
あ
っ
た
。
行
政
長

官
の
人
選
や
任
期
は
所
詮
中
央
政
府
が
決
め
る
こ

と
で
あ
る
と
、
多
く
の
香
港
市
民
は
冷
め
た
見
方

を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
月
二
七
日
、
全
人
代
常
務
委
は
、
新
長
官
の

任
期
は
二
○
○
七
年
末
ま
で
と
の
基
本
法
解
釈
を

示
し
た
。
香
港
政
府
は
こ
れ
に
基
づ
き
、
行
政
長

官
選
挙
条
例
を
改
正
し
て
、
新
長
官
の
任
期
を

「
二
年
説
」
で
確
定
さ
せ
た
。
曽
蔭
権
は
新
行
政

長
官
の
任
期
問
題
を
無
事
解
決
さ
せ
た
こ
と
で
、

行
政
長
官
代
行
と
し
て
の
最
も
重
要
な
職
責
を
果

た
し
た
と
言
え
る
。

●
行
政
長
官
選
挙
│
曽
蔭
権
の
一
人

舞
台

基
本
法
付
属
文
書
１
は
、
行
政
長
官
は
香
港
各

界
を
代
表
す
る
八
○
○
名
の
選
挙
委
員
が
選
出
す

る
と
規
定
し
て
い
る
。
選
挙
委
員
の
任
期
は
五
年

で
、
今
回
行
政
長
官
を
選
出
す
る
委
員
は
、
二
○

○
○
年
に
選
出
さ
れ
、
二
○
○
二
年
に
董
建
華
を

再
選
さ
せ
た
委
員
と
同
一
と
な
る
。
選
挙
委
員
は

職
能
団
体
別
の
制
限
選
挙
を
中
心
と
し
た
複
雑
な

制
度
で
選
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
選
出
方
法
は
親

北
京
派
や
財
界
人
に
極
め
て
有
利
で
あ
る
。

董
建
華
の
辞
職
以
前
か
ら
、
二
○
○
七
年
の
行

政
長
官
選
挙
で
の
有
力
候
補
と
し
て
、
香
港
政
財

界
の
有
力
者
の
名
前
が
し
ば
し
ば
取
り
沙
汰
さ
れ

て
い
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
相
次
い
で
今
回
の

選
挙
へ
の
不
出
馬
を
表
明
し
た
。
現
在
の
香
港
の

政
治
状
況
に
お
い
て
、
行
政
長
官
選
挙
当
選
の
た

め
に
は
中
央
政
府
の
支
持
は
必
須
で
あ
る
。
中
央

政
府
の
曽
蔭
権
支
持
を
示
唆
す
る
情
報
が
香
港
政

財
界
に
広
く
流
れ
た
た
め
、
曽
蔭
権
の
有
力
ラ
イ

バ
ル
達
は
出
馬
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

先
述
の
通
り
、
曽
蔭
権
の
任
期
が
二
年
と
な
っ
た

こ
と
か
ら
、
彼
ら
は
二
○
○
七
年
の
行
政
長
官
選

挙
を
待
つ
こ
と
を
選
択
し
た
。
こ
の
た
め
、
す
で

に
四
月
頃
に
は
、
曽
蔭
権
が
新
行
政
長
官
に
な
る

こ
と
は
、
巷
間
広
く
確
実
視
さ
れ
て
い
た
。

一
方
、
曽
蔭
権
の
圧
倒
的
人
気
も
、
対
立
候
補

が
出
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
三
月
三
一

日
、
田
北
俊
自
由
党
党
首
は
行
政
長
官
選
出
馬
の

意
思
を
表
明
し
た
。
し
か
し
、
同
党
が
実
施
し
た

民
意
調
査
で
、
六
○
・
二
％
の
者
が
曽
蔭
権
支
持

で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
田
北
俊
支
持
者
は
僅
か
五

・
八
％
で
あ
っ
た
。
田
北
俊
は
こ
の
結
果
を
受
け
、

出
馬
を
断
念
し
た
。
中
央
政
府
と
市
民
の
支
持
を

追
い
風
に
、
曽
蔭
権
は
五
月
二
五
日
、
満
を
持
し

て
行
政
長
官
選
出
馬
を
表
明
し
た
。

最
後
ま
で
曽
蔭
権
と
争
っ
た
の
は
、
民
主
党
の

李
永
達
主
席
、
無
所
属
の

培
忠
立
法
会
議
員
の

二
名
で
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
当
選
の
確
率
は
皆

無
と
見
ら
れ
て
い
た
。
唯
一
の
注
目
点
は
、
そ
も

そ
も
選
挙
が
行
わ
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
。
行

政
長
官
選
に
出
馬
す
る
者
は
、
立
候
補
受
付
時
に

選
挙
委
員
一
○
○
名
以
上
か
ら
の
指
名
表
を
提
出
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せ
ね
ば
な
ら
ず
、
李
永
達
や

培
忠
は
、
十
分
な

指
名
を
集
め
て
立
候
補
で
き
る
か
ど
う
か
も
分
か

ら
な
か
っ
た
。
曽
蔭
権
以
外
に
一
○
○
名
の
指
名

を
集
め
る
者
が
い
な
け
れ
ば
、
曽
蔭
権
は
七
月
一

○
日
の
選
挙
を
待
た
ず
に
、
無
投
票
当
選
と
な
る
。

二
○
○
二
年
の
第
二
期
行
政
長
官
選
で
は
、
董

建
華
が
七
一
四
名
か
ら
指
名
を
受
け
、
他
の
者
が

一
○
○
名
以
上
の
指
名
を
受
け
る
余
地
も
残
さ
ず
、

無
投
票
で
再
選
さ
れ
た
。
し
か
し
、
当
選
時
点
で

既
に
市
民
の
董
建
華
へ
の
不
満
は
大
き
く
、
董
建

華
の
圧
勝
は
却
っ
て
選
挙
の
正
当
性
を
疑
わ
せ
る

結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
教
訓
を
活
か
し
、
今
回
の

選
挙
で
は
、
中
央
政
府
は
あ
る
程
度
競
争
を
認
め

る
の
で
は
と
の
見
方
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
結
局
中
央
政
府
は
今
回
の
選
挙
で
も

無
投
票
当
選
を
望
ん
だ
。
立
候
補
者
の
指
名
を
行

う
選
挙
委
員
は
指
名
表
に
記
名
す
る
が
、
本
番
の

選
挙
は
無
記
名
投
票
と
な
り
、
選
挙
に
変
数
が
生

ず
る
。
親
政
府
派
に
は
曽
蔭
権
に
不
満
の
者
も
多

く
、
曽
蔭
権
を
当
選
さ
せ
る
に
は
、
無
投
票
当
選

が
最
も
安
全
で
あ
っ
た
。
あ
る
元
香
港
政
庁
高
官

が
か
つ
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
中
国
の
選
挙
の

特
徴
は
、
選
挙
が
行
わ
れ
る
前
に
、
当
選
者
が
分

か
る
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。
曽
蔭
権
も
出
馬
表
明

直
後
か
ら
、「
ラ
イ
バ
ル
の
苦
痛
を
短
く
す
る
た

め
」
無
投
票
当
選
を
目
指
す
と
述
べ
た
。

曽
蔭
権
は
結
局
、
二
○
○
二
年
の
董
建
華
の
選

挙
時
と
同
数
の
七
一
四
名
の
選
挙
委
員
の
支
持
を

受
け
、
六
月
一
六
日
の
立
候
補
受
付
締
切
と
同
時

に
、
無
投
票
当
選
を
果
た
し
た
。
六
月
二
一
日
、

温
家
宝
総
理
は
曽
蔭
権
を
行
政
長
官
に
任
命
し
、

曽
蔭
権
は
正
式
に
行
政
長
官
に
就
任
し
た
。

●
諮
問
型
政
治
の
回
帰
？

こ
こ
ま
で
に
見
た
よ
う
に
、
行
政
長
官
の
交
代

劇
は
終
始
中
央
政
府
が
主
導
し
、
そ
の
意
図
を
貫

い
た
と
言
え
る
。
董
建
華
を
辞
職
さ
せ
、
曽
蔭
権

を
新
行
政
長
官
に
す
る
こ
と
、
そ
の
任
期
は
二
年

と
す
る
こ
と
、
七
月
一
○
日
ま
で
に
確
実
に
新
長

官
を
選
出
す
る
こ
と
を
実
現
す
る
た
め
、
中
央
政

府
は
基
本
法
解
釈
や
無
投
票
当
選
と
い
う
、
香
港

の
自
治
や
民
主
に
疑
問
を
投
げ
か
け
ら
れ
か
ね
な

い
手
段
ま
で
動
員
し
た
。
こ
の
過
程
か
ら
、
香
港

の
「
高
度
の
自
治
」
は
見
え
て
こ
な
い
。

他
方
、
親
北
京
派
や
財
界
の
不
満
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
中
央
政
府
が
「
植
民
地
の
残
党
」
曽
蔭
権

を
新
行
政
長
官
に
選
択
し
た
の
は
、
民
意
に
対
す

る
譲
歩
で
あ
る
。
董
建
華
は
中
央
政
府
の
強
い
支

持
を
受
け
、
親
北
京
派
及
び
財
界
と
同
盟
し
て
政

権
を
運
営
し
た
が
、
失
政
や
不
景
気
に
対
す
る
市

民
の
不
満
が
蓄
積
し
、
辞
職
に
到
っ
た
。
こ
れ
に

代
わ
っ
て
、
市
民
の
強
い
支
持
を
受
け
た
曽
蔭
権

が
登
場
し
た
こ
と
は
、
民
意
の
大
き
な
支
持
が
行

政
長
官
の
条
件
と
い
う
前
例
と
な
っ
た
。

二
○
○
三
年
以
来
の
香
港
の
民
主
化
運
動
に
対

し
、
中
央
政
府
は
二
○
○
四
年
、
普
通
選
挙
の
実

施
を
先
送
り
す
る
決
定
を
行
い
、
制
度
上
の
民
主

主
義
の
導
入
は
拒
否
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
代
わ

り
に
、
曽
蔭
権
を
登
場
さ
せ
、
香
港
の
民
意
を
満

足
さ
せ
た
。
民
意
の
政
策
へ
の
反
映
が
民
主
で
あ

る
な
ら
ば
、
こ
れ
も
「
民
主
的
」
決
定
で
あ
る
。

故
に
、
全
人
代
の
基
本
法
解
釈
や
無
投
票
当
選
に

も
、
香
港
市
民
は
強
く
抵
抗
し
な
か
っ
た
。

植
民
地
期
の
香
港
政
庁
は
、
選
挙
な
ど
の
民
主

的
政
治
参
加
の
手
段
を
ほ
と
ん
ど
市
民
に
与
え
な

い
一
方
、
諮
問
に
よ
っ
て
民
意
を
敏
感
に
汲
み
取

っ
て
き
た
と
言
わ
れ
る
。
今
回
の
行
政
長
官
の
交

代
も
、「
良
い
統
治
」
を
以
て
民
主
に
代
え
る
と

い
う
、
か
つ
て
の
香
港
政
庁
の
政
策
と
一
脈
通
ず

る
も
の
が
あ
る
。
曽
蔭
権
が
こ
れ
ま
で
に
提
起
し

た
政
策
で
は
、
行
政
会
議
等
の
諮
問
組
織
へ
の
民

間
人
の
委
任
な
ど
、
諮
問
の
強
化
が
強
調
さ
れ
て

い
る
。
曽
蔭
権
は
こ
れ
を
「
香
港
式
民
主
」
と
称

し
て
い
る
が
、
こ
の
案
は
香
港
政
庁
式
諮
問
型
政

治
の
復
活
を
思
わ
せ
る
。

問
題
は
、
過
去
二
○
年
以
上
の
民
主
化
の
蓄
積

と
、
返
還
後
の
政
府
へ
の
不
満
の
増
大
に
よ
り
、

高
度
に
政
治
化
し
た
現
在
の
香
港
社
会
を
、
植
民

地
期
の
方
法
に
よ
っ
て
治
め
る
こ
と
が
可
能
か
否

か
で
あ
る
。

董
建
華
の
辞
職
と
経
済
の
回
復
で
市
民
の
抗
議

活
動
は
鎮
静
化
し
、
二
○
○
三
年
と
二
○
○
四
年

に
数
十
万
人
が
参
加
し
た
七
月
一
日
の
反
政
府
デ

モ
も
、
二
○
○
五
年
に
は
二
万
人
の
参
加
に
留
ま

っ
た
。
今
の
と
こ
ろ
、
一
見
香
港
政
治
は
静
か
で

あ
る
。
し
か
し
、
親
北
京
派
及
び
二
○
○
七
年
の

行
政
長
官
選
挙
を
目
指
す
各
勢
力
、
即
ち
董
建
華

政
権
で
の
「
親
政
府
派
」
と
曽
蔭
権
の
関
係
に
は

不
安
も
多
い
。
こ
の
新
し
い
政
治
勢
力
の
配
置
が
、

香
港
政
治
を
ど
う
変
え
る
の
か
、
今
後
も
目
が
離

せ
な
い
状
況
が
続
く
で
あ
ろ
う
。

（
く 

ら
た

と
お
る
／
香
港
総
領
事
館
専
門
調

査
員
）


